
提

出

者

田

嶋

要

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
提
出

質

問

第

六

号

対
イ
ラ
ク
未
回
収
民
間
債
権
に
対
す
る
日
本
政
府
の
対
応
状
況
に
関
す
る
質
問
主
意
書

6



対
イ
ラ
ク
未
回
収
民
間
債
権
に
対
す
る
日
本
政
府
の
対
応
状
況
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一
九
七
〇
年
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
我
が
国
か
ら
イ
ラ
ク
に
輸
出
し
た
代
金
の
返
済
は
そ
の
後
の
当
該
国
の
国
情
に
伴
い

滞
っ
て
い
る
現
状
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
次
の
諸
点
を
お
尋
ね
す
る
。

�

当
該
未
回
収
民
間
債
権
ポ
ジ
シ
ョ
ン
総
額
（
無
付
保
債
権
元
本
、
付
保
債
権
欠
け
目
、
延
滞
金
利
及
び
遅
延
損
害
金
）
を

調
査
・
把
握
し
て
、
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
こ
の
実
態
に
関
す
る
内
閣
の
見
解
を
問
う
。

�

本
件
に
つ
き
、
日
本
を
含
む
主
要
債
権
国
会
議
（
パ
リ
ク
ラ
ブ
）
及
び
Ｇ
�
は
、
イ
ラ
ク
に
返
済
猶
予
を
認
め
た
が
、
民

間
の
債
権
は
こ
れ
に
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
日
本
で
は
他
の
債
権
国
と
異
な
り
、
オ
イ
ル
ス
キ
ー
ム
と
い
う
一
九
九
〇

年
の
二
国
間
協
定
に
よ
る
債
権
回
収
の
合
意
が
存
在
し
、
民
間
企
業
は
、
日
本
政
府
（
当
時
の
通
商
産
業
省
、
現

経
済
産

業
省
）
の
指
導
に
よ
り
、
当
時
、
取
り
纏
め
役
の
東
京
銀
行
（
現

東
京
三
菱
銀
行
）
に
、
民
間
債
権
の
詳
細
お
よ
び
回
収

に
関
す
る
委
任
状
を
提
出
し
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
が
、
当
該
オ
イ
ル
ス
キ
ー
ム
の
現
状
（
債
権
突
合
状
況
、
時
効
の
不

適
用
の
可
否
、
パ
リ
ク
ラ
ブ
ス
キ
ー
ム
と
の
整
合
性
等
）
と
今
後
の
見
通
し
（
ス
キ
ー
ム
の
有
効
性
）
に
つ
い
て
内
閣
の
見

解
を
問
う
。

�

現
在
、
一
部
の
米
国
系
金
融
機
関
（
サ
ー
ビ
サ
ー
）
が
こ
う
し
た
未
回
収
民
間
債
権
譲
渡
（
買
取
）
を
日
本
の
民
間
企
業

一



に
提
案
し
て
い
る
が
、
前
記
�
お
よ
び
�
を
踏
ま
え
、
当
該
債
権
保
有
民
間
企
業
に
対
し
日
本
政
府
と
し
て
今
後
い
か
な
る

施
策
（
指
導
）
を
行
う
予
定
か
、
あ
る
い
は
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
か
、
内
閣
の
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

二


